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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２８年３月１７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年１１月５日 ０８時０６分ごろ 

発生場所 石川県加賀市橋立
はしたて

漁港西北西方沖 

 加佐岬灯台から真方位２９３°３.０海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３６°２２.２′ 東経１３６°１４.６′） 

事故の概要  漁船美幸
み ゆ き

丸は、航行中、また、漁船第二はやと丸は、漂泊中、両船

が衝突した。 

 第二はやと丸は、船長Ｂが負傷し、右舷中央部外板に亀裂を生じ、

また、美幸丸は船首部に亀裂を生じた。 

事故調査の経過  平成２７年６月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 美幸丸、３.９１トン 

   ＩＫ３－１３８１５（漁船登録番号）、個人所有 

   ９.３０ｍ（Lr）×２.６３ｍ×０.７３ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数７０、昭和５６年９月２０日 

Ｂ 漁船 第二はやと丸、２.３トン 

   ＩＫ３－１９７９２（漁船登録番号）、個人所有 

   ８.２２ｍ（Lr）×２.５８ｍ×０.８６ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１６９.００kＷ、平成１２年６月２０日 

   第２４４－１９４９０号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ７１歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日  昭和５０年２月１４日 

    免許証交付日 平成２５年８月２６日 

           （平成３１年７月２３日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７４歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日  平成７年８月８日 

    免許証交付日 平成２６年８月２５日 

           （平成３２年８月７日まで有効） 

 死傷者等 Ａ 不詳 
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Ｂ 重傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首部に亀裂 

Ｂ 右舷中央部外板に亀裂及び主機等に濡損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西南西、風力 １、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、橋立漁港に向け、橋立漁港西北

西方沖を航行中、Ａ船の船首部とＢ船の右舷中央部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、橋立漁港西北西方沖において、

潮上りを終え、船首を南西方に向けて漂泊し、右舷船尾で船尾方を向

き、かがんで釣針に餌を付けようとしたとき、Ｂ船の右舷中央部とＡ

船の船首部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、衝突の衝撃で転倒して意識を失い、その後、意

識が回復し、自身で操船に当たって橋立漁港に向けて航行中、衝突の

際に生じた亀裂部からの浸水で主機が停止し、同漁港付近において、

並走していた僚船にえい
．．

航されて帰港した。 

 船長Ｂは、橋立漁港にいた知人の自動車で病院に運ばれ、頸椎捻挫

で通院中である。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ Ａ船、写真２ Ｂ船（衝突

直前の船長Ｂの状況） 参照） 

 その他の事項  船長Ｂは、ふだん、潮上りを終えて漂泊後、餌を釣針に付けて竿
さお

を

出す作業を１分ほどで終えていたが、本事故当時、漂泊を始めた直後

で釣針に餌を付けている途中であり、釣りの準備に夢中で接近するＡ

船に気付かなかった。 

 船長Ｂは、救命胴衣を着用していた。 

 本事故発生場所付近には、本事故当時、約１５隻の船が釣りを行っ

ていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ 不明、Ｂ あり 

Ａ 不明、Ｂ なし 

Ａ 不明、Ｂ なし 

 Ａ船は、橋立漁港西北西方沖を航行中、Ｂ船と衝突したものと考え

られるが、船長Ａから情報が得られなかったため、衝突に至った状況

を明らかにすることはできなかった。 

 Ｂ船は、橋立漁港西北西方沖で漂泊中、船長Ｂが、釣りの準備に意

識を集中し、周囲の見張りを行っていなかったことから、接近するＡ

船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、橋立漁港西北西方沖において、航行中のＡ船と漂泊中の

Ｂ船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 
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 ・常時適切な見張りを行うこと。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

橋立漁港 

加佐岬灯台 

事故発生場所 

（平成２６年１１月５日 ０８時０６分ごろ発生） 

石川県 
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写真１ Ａ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船（衝突直前の船長Ｂの状況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船長Ｂ 


